
1 

○甲佐町ファミリーサポートセンター事業実施要綱 

平成25年６月５日 

甲佐町告示第46号 

（目的） 

第１条 この要綱は、育児の援助を行いたい者（以下「協力会員」という。）と育児

の援助を受けたい者（以下「利用会員」という。）を会員として組織する甲佐町フ

ァミリーサポートセンター（以下「センター」という。）を設立して第３条に規定

する事業を行う甲佐町ファミリーサポートセンター事業（以下「事業」という。）

を実施することにより、仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、地域に

おいて子育てを互いに支え合う環境づくりを推進し、町民が安心して子育てができ

る地域社会を構築することを目的とする。 

（実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は、甲佐町とする。ただし、町長は、この事業の運営を

社会福祉法人又は特定非営利活動法人等の団体に委託することができる。 

（業務内容） 

第３条 センターは、次に掲げる業務を行う。 

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織業務 

(2) 相互援助活動の調整等 

(3) 会員に対して相互援助に必要な知識を付与するために行う講習会の開催 

(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催 

(5) 関係機関との連絡調整 

(6) 事業推進のための啓発及び広報に関する業務 

(7) その他事業の実施に必要な業務 

（開設時間及び休業日） 

第４条 センターの開設時間は、午前９時から午後５時までとする。 

２ センターの休業日は、次のとおりとする。 

(1) 土曜日及び日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(3) 年末年始（１月２日及び同月３日並びに12月29日から同月31日まで） 

(4) 夏季休業（８月13日から同月15日まで） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要であると認める日 

（アドバイザー） 

第５条 センターの円滑な運営を図るため、センターにアドバイザーを置くものとす

る。 

２ アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。 

(1) センターの事業内容の周知及び啓発 

(2) 会員の登録 

(3) 会員の統括 

(4) サブリーダーの選任 

(5) サブリーダーの育成指導 

(6) 会員の相互援助の連絡調整 

(7) 相互援助活動に必要な関係機関との連絡調整 

(8) 会員の交流会の開催にかかる事務 

(9) 会員間のトラブルへの助言 

(10) 会員に対する広報紙の発行 

(11) その他必要な業務 

（サブリーダー） 
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第６条 センターは、援助活動の円滑な実施のため必要があると認めるときは、会員

の中からサブリーダーを置くことができる。 

２ サブリーダーは、アドバイザーの行う業務を補佐する。 

（入会等） 

第７条 センターに入会しようとする者は、甲佐町ファミリーサポートセンター入会

申込書（様式第１号）を提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 会員は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。 

(1) 町内に住所を有していること。（利用会員にあっては、町外に住所を有する

者で、町内に勤務するものを含む。） 

(2) 協力会員にあっては、援助活動に理解と熱意を有する20歳以上の者であって

センターが実施する講習を終了したものであること。ただし、保育士又は看護師

の資格を有する者及びセンターが特に受講を要しないと認める者については、こ

の限りではない。 

(3) 利用会員にあっては、生後３箇月から小学６年生までの児童（以下「対象児

童」という。）と同居し、養育している者であること。 

３ 協力会員と利用会員は、これを兼ねることができる。 

４ センターは、入会を承認したときは、センターの会員として登録するとともに、

甲佐町ファミリーサポートセンター会員証（様式第２号。以下「会員証」という。）

を交付するものとする。 

５ 会員証の有効期限は、２年間とする。ただし、年度の途中で入会した会員に係る

会員証の有効期限は、入会の日から１年を経過した日以後の３月31日までとする。 

６ 会員は、会員証の内容に変更が生じたときは、センターに甲佐町ファミリーサポ

ートセンター会員登録内容変更届（様式第３号）を提出しなければならない。 

（会員の資格喪失） 

第８条 退会しようとする者は、センターに甲佐町ファミリーサポートセンター退会

届（様式第４号）を提出しなければならない。 

２ 会員は、前条第２項に掲げる要件を満たさなくなったときは、その資格を喪失す

るものとする。 

３ センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失させ

ることができる。 

(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。 

(2) 会員が次条に定める義務に違反したとき。 

４ 会員は、その資格を喪失したときは、直ちにセンターに会員証を返還しなければ

ならない。 

（会員の義務） 

第９条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 誠実に相互援助活動を行うこと。 

(2) 援助活動を通じて知り得た他の会員及びその家族に関する秘密を漏らしては

ならない。退会した後も同様とする。 

(3) 会員の地位を利用して政治活動及び宗教活動を行わないこと。 

(4) 援助活動において、営利等を目的とする行為を行わないこと。 

(5) 前各号に掲げる事項のほか、センターの目的に反する行為を行わないこと。 

（活動の内容） 

第10条 援助活動の内容は、次のとおりとする。 

(1) 保育所及び幼稚園（以下「保育施設等」という。）の保育以外の時間に対象

児童を預かること。 

(2) 保育施設等までの対象児童の送迎を行うこと。 
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(3) 学校及び学童保育（以下「学校等」という。）終了後において、対象児童を

預かること。 

(4) 学校等までの対象児童の送迎を行うこと。 

(5) 対象児童の軽度の病気や学校等及び保育施設等の休日、その他の事由がある

場合において、臨時的に対象児童を預かること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用会員の仕事と育児の両立を図るために必要

な援助活動を行うこと。 

２ 援助活動は、原則として協力会員の自宅において行うものとする。ただし、対象

児童が病気の場合その他やむを得ないと認められる場合は、当事者間で合意の上、

利用会員の家庭等において行うことができる。 

３ 援助活動は、午前６時から午後10時までの間において、必要と認められた時間と

し、原則として対象児童の宿泊は行わない。 

（援助活動の利用申出等） 

第11条 利用会員は、援助活動を受けたいときは、援助申請書（様式第５号）により

センターに申し込むものとする。ただし、２回目以降の申込みについては、利用会

員及び協力会員が同一者である場合においては、センターに電話により申し込むこ

とができる。 

２ センターは、前項の申込みを受けたときは、当該援助の内容、日時、緊急時の連

絡先等、援助活動の調整に必要な事項を確認し、援助依頼受付簿（様式第６号）に

記載するとともに、当該援助活動の実施に際して適した者を協力会員のうちから選

定するものとする。 

３ 前項の規定により選ばれた協力会員は、利用会員と援助活動の実施について十分

な協議を行い、両者合意の上で当該援助活動の内容、日時等の詳細を決定するもの

とする。 

（援助活動の報告） 

第12条 協力会員が援助活動を実施したときは、当該援助活動の記録を援助活動報告

書（様式第７号）に記載し、利用会員の確認を受けるものとする。 

２ 協力会員は、前項の規定により利用会員の確認を受けたときは、遅滞なく援助活

動報告書をセンターに提出するものとする。 

（会員の遵守事項） 

第13条 協力会員は、援助活動に当たって対象児童の安全確保、健康管理及び生活管

理に十分配慮するとともに、事故の発生予防に努めるものとする。 

２ 協力会員は、援助活動中に対象児童の異常を認めたときは、状況に応じて適切な

措置をとるものとする。 

３ 利用会員は、協力会員に対し、援助活動が終了した都度、別表に定める基準に従

って利用料を支払うものとする。ただし、相互援助活動において発生した経費につ

いても同時に支払うものとする。 

（責任の所在） 

第14条 援助活動中に事故等が発生した場合には、原則として当事者である会員相互

で解決するものとする。ただし、会員は、事故等に備え、保険に一括して加入する

ものとする。 

（雑則） 

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この要綱は、平成25年６月５日から施行し、平成25年４月１日から適用する。 

２ 甲佐町ファミリーサポートセンター事業実施要項（平成16年甲佐町告示第13号）

は、廃止する。 
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別表（第13条第３項関係） 

援助活動利用料金基準額表 

利用区分 利用料金基準額（１時間当たり） 

平日（月曜から金曜日）午前７時から午後７時まで 500円 

平日（月曜から金曜日）午前６時から午前７時まで 

平日午後７時から午後10時まで 

600円 

第４条第２項に該当する日 

（土曜日、日曜日、祝日、年末年始及び夏季休業等） 

600円 

備考 

１ 取消しの場合、次の金額を利用会員は支払うものとする。 

(1) 前日までの取消し 無料 

(2) 開始予定時刻までの取消し 基準額１時間分 

(3) 開始予定時刻を過ぎてからの取消し 基準額×過ぎた時間 

(4) 無断取消し 全額 

２ 援助活動において発生した対象児童に与える食事、おやつ、おむつ等の費用

又は公共交通機関やタクシー利用の交通費は、利用会員が実費を支払うものと

する。 

３ 利用会員が兄弟で複数の子どもを依頼した場合は、２人目からの利用料金は

半額を支払うものとする。 

４ 最初の１時間は、それに満たなくても１時間とする。 

５ １時間を超える活動は30分単位とし、基準額表の半額を単価とする。 
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